
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千 葉 銀 座 地 区 

地区計画の手引き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千 葉 市  

 

建築確認を申請する場合は、 

地区計画の届け出は不要です。 
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は   じ   め   に 

 

千葉銀座地区は、ＪＲ千葉駅東口から南東へ約７００ｍの距離に位置する商業・業務地区

であり、千葉市の代表的な商業集積地の一つとなっています。また、ＪＲ千葉駅から本地区

にかけては、商業・サービス機能等が連続しており、賑わいのある都市環境が形成されてい

ます。 

 

しかしながら、本地区を含むＪＲ千葉駅周辺は、ＪＲ千葉駅のリニューアルやその周辺の

再開発など、本地区を取り巻く商業環境が大きく変化しており、既存の都市環境を活かした

賑わいのある良好な街並みを維持・誘導することが大変重要になっています。 

 

そこで、地区計画制度により本地区にふさわしいまちづくりのルールを定め、既存の都市

環境を活かした賑わいのある良好な街並みの維持を図ることとなりました。 

 

この冊子は、千葉銀座地区の地区計画の内容を説明したものです。今後、建築物を

建築される場合等は、この冊子をご活用いただければ幸いです。 

 この制度の趣旨を十分ご理解のうえ、賑わいのある良好な都市環境の形成のために

ご協力をお願いいたします。 

 

１ 



 

２ 

≪地区計画について≫ 

 

 

千葉銀座地区 

 

名  称 千葉銀座地区地区計画 

位  置 千葉市中央区中央２丁目及び中央３丁目の各一部 

面  積 約 ３．４ha 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地 区 計 画 

の 目 標 

本地区は、ＪＲ千葉駅東口から南東へ約７００ｍの距離に位置する商業・

業務地区であり、千葉市の代表的な商業地の一つである。ＪＲ千葉駅から本

地区にかけては、商業・サービス機能が連続していることから、人の流れに

定着がみられ、賑わいのある都市環境が形成されている。 

このため、地区計画を導入することにより、既存の都市環境を活かした賑

わいのある良好な街並みの維持を図ることを目標とする。 

土 地 利 用 

の 方 針 

本地区においては、既存の商業集積地としての立地を活かし、商業・業務

を中心としつつ、文化、サービス、居住等の各機能が複合された、多世代が

集まり賑わいのある市街地の形成を図る。 

建築物等の

整 備 方 針 

商業・業務及び居住等の良好な都市環境を形成し、賑わいのある街並みを

維持・誘導するため、建築物等に関する事項を次のとおり定める。 

（１）建築物等の用途の制限 

平成２９年２月７日決定 千葉市告示第７４号 



 

３ 

 

「区域、地区整備計画区域及び地区の区分は計画図表示のとおり。」 

 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地
区
の
区
分 

区分の 

名 称 
Ａ地区 Ｂ地区 

区分の 

面 積 
約 ２．７ ha 約 ０．７ ha 

建 築 物 等 

の 用 途 の 

制 限 

 

次の各号に掲げる建築物は建築し

てはならない。 

（１）２階以下の部分を住宅（兼用住

宅の住宅に供する部分を含

む。）、共同住宅、寄宿舎又は

下宿の用途に供するもの（２階

以下の部分のこれらの用途に

供する部分が出入口、出入口ホ

ール、階段、管理人室その他こ

れらに類するもののみである

ものを除く。） 

（２）神社、寺院、教会その他これら

に類するもの 

（３）集会場（葬儀を行うものに限

る。） 

（４）墓地、埋葬等に関する法律第２

条第６項に規定する納骨堂 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律第２条第

６項から第１０項までに規定

する営業の用に供するもの 

 

次の各号に掲げる建築物は建築し

てはならない。 

（１）１階以下の部分を住宅（兼用住

宅の住宅に供する部分を含

む。）、共同住宅、寄宿舎又は

下宿の用途に供するもの（１階

以下の部分のこれらの用途に

供する部分が出入口、出入口ホ

ール、階段、管理人室その他こ

れらに類するもののみである

ものを除く。） 

（２）神社、寺院、教会その他これら

に類するもの 

（３）集会場（葬儀を行うものに限

る。） 

（４）墓地、埋葬等に関する法律第２

条第６項に規定する納骨堂 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律第２条第

６項から第１０項までに規定

する営業の用に供するもの 



 

４ 

 

 

 



 

５ 

≪地区計画の運用基準≫ 

 

１ 建築物に関する制限について 

本地区では、商業・業務及び居住等の良好な都市環境を形成し、賑わいのある街並みの

維持・誘導を図るため、地区整備計画により次のように建築物の制限が定められています。  

 

(1) 建築物の用途の制限について 

 

本地区内は、用途地域に対応して建築できる建築物の用途が定められていますが、さら

に、既存の商業集積地としての立地を活かし、商業・業務及び居住等の各機能が複合され

た、多世代が集まり賑わいのある市街地の形成を図るため、地区計画により、次のような

建築物の用途の制限をしています。  

 

【Ａ地区】 

建 築 物 の
 

用途の制限
 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

（１）２階以下の部分を住宅（兼用住宅の住宅に供する部分を含む。）、共同

住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの（２階以下の部分のこれらの

用途に供する部分が出入口、出入口ホール、階段、管理人室その他これ

らに類するもののみであるものを除く。） 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（３）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（４）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定する納骨堂 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項から第

１０項までに規定する営業の用に供するもの 

 

【Ｂ地区】 

建 築 物 の
 

用途の制限
 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

（１）１階以下の部分を住宅（兼用住宅の住宅に供する部分を含む。）、共同

住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの（１階以下の部分のこれらの

用途に供する部分が出入口、出入口ホール、階段、管理人室その他これ

らに類するもののみであるものを除く。） 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（３）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（４）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に規定する納骨堂 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項から第

１０項までに規定する営業の用に供するもの 

 

 

 



 

６ 

１）「２階以下の部分（Ｂ地区においては１階以下の部分）のこれらの用途に供する部分が

出入口、出入口ホール、階段、管理人室その他これらに類するもののみであるものを

除く。」について 

 ２階以下の部分（Ｂ地区においては１階以下の部分）については、住宅（兼用住宅の住

宅に供する部分を含む。）、共同住宅、寄宿舎又は下宿（以下、「住宅等」という。）の

用途に供するものは配置できません。 

ただし、３階以上（Ｂ地区においては２階以上）を住宅等とする場合で、住宅等に行き

来するための出入口、出入口ホール等については、２階以下（Ｂ地区においては１階以下）

に配置することができます。 

なお、（）内に記載のある「その他これらに類するもの」の用途の考え方は下表のとお

りです。 

 

表－１ ２階以下（Ｂ地区においては１階以下）の部分に配置することができる用途 

用 途  ２階以下の部分への立地可否  

（Ｂ地区においては１階以下） 

出入口、出入口ホール  可  

階段  可  

管理人室  可  

ごみ集積場  可  

郵便及び宅配ロッカー  可  

共用施設関係  

・集会室（所）  

・ゲストルーム  

・パーティールーム  

・キッズルーム  

・ライブラリー（図書室）  

不可  

 

 

○賑わいのある街並みへの配慮について  

 本地区は、賑わいのある良好な街並みの維持・誘導を図るため地区計画を定めておりま

す。２階以下（Ｂ地区においては１階以下）の部分に表―１で「可」とされる用途や駐車

場、駐輪場を配置できますが、２階以下（Ｂ地区においては１階以下）の部分の用途が駐

車場等のみにならないよう、賑わいへの配慮に努めてください。 

 

＜配慮の例＞・千葉銀座通り等の賑わいを創出する道路沿いに店舗等を配置し、駐車場や

駐輪場等は賑わいに配慮した配置とする。 

 

 

 

 

 

 



 

７ 

 

２）「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項から第１０項までに

規定する営業の用に供するもの」について 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項から第１０項までに規

定する営業とは、次のとおりです。  

 

表―２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項から第１０項 

第２条第 ６項  第１号  個室付浴場（ソープランド）  

 第２号  店舗型ファッションヘルス、個室マッサージ営業等  

 第３号  個室ビデオ、ストリップ劇場等  

 第４号  ラブホテル、モーテル等  

 第５号  アダルトショップ等  

 第６号  出会い系喫茶等  

第２条第 ７項   無店舗型性風俗特殊営業  

第２条第 ８項   映像送信型性風俗特殊営業  

第２条第 ９項   店舗型電話異性紹介営業  

第２条第１０項   無店舗型電話異性紹介営業  

 

 

 

 

 

 



 

８ 

 

２ 届出の手続き  

（１）届出の必要な行為 

 本地区は制限項目の全てが建築条例化されています。そのため、建築確認を要する行為

については、地区計画の届出は必要ありません（民間の審査機関に建築確認を申請する場

合も同様です）。 

ただし、次の行為を行う場合で建築確認を要しないものについては、工事着手の３０日

前までに地区計画の届出が必要になります。 

 ・土地の区画形質の変更    … 切土、盛土、道路・宅地の造成等 

 ・建築物の建築、工作物の建設 … 新築、増改築、移転、修繕等 

 ・建築物等の用途の変更    … 地区整備計画に定められた用途の制限に適合しな

い場合 

 ・変更の届出         … 届出の内容に変更があった場合 

 

 

（２）届出先 

届出書（定められた様式）に必要事項を記載の上、関係図書を添付し、正本・副本の 2 部

を千葉市長（窓口は千葉市役所 都市計画課）へ提出して下さい。 

 

※ご不明な点がありましたら下記へお問い合わせ下さい。 

千葉市役所都市局都市部都市計画課土地利用班 

〒260－8722 千葉市中央区千葉港２番１号 

TEL ０４３（２４５）５３０５  

 

Administrator
テキストボックス
〒２６０－８７２２　　千葉市中央区千葉港１番１号

Administrator
テキストボックス
ＴＥＬ　　０４３（２４５）５３０４




